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中 期 目 標 期 間 業 務 実 績 評 価 調 書 ： 独 立 行 政 法 人 奄 美 群 島 振 興 開 発 基 金

業 務 運 営 評 価 （ 個 別 項 目 ご と の 認 定 ）

中 期 目 標 項 目 評 定 結 果 評 定 理 由 意 見

Ａ第 ２ ． 業 務 運 営 の 効 率 化 に 関 す る 事 項
１ ． 業 務 運 営 体 制 の 効 率 化

独 立 行 政 法 人 化 時 点 に お い て 、 事 業 規 模 に 応 じ た 定 員 削 減 を 効 率 的 な 業 務 運 営 に 資 す る た め 、 独 立 行 政 法 人 化 時 点 で
行 う ほ か 、 審 査 、 債 権 管 理 、 回 収 等 の 一 連 の 業 務 が 効 率 的 か つ 定 員 を ２ 名 削 減 し て い る ほ か 、 審 査 、 債 権 管 理 、 回 収 等 の
効 果 的 に 遂 行 さ れ る よ う ､組 織 体 制 ・ 人 員 配 置 の 見 直 し を 行 う ｡ 一 連 の 業 務 を 効 率 的 か つ 効 果 的 に 実 施 す る た め 、 審 査 を 行

あ わ せ て 、 電 算 化 の 推 進 等 に よ り コ ス ト 縮 減 を 進 め る 。 う 業 務 課 に 保 証 、 融 資 時 以 後 継 続 し て 管 理 を 行 う た め 期 中
ま た 、 金 融 機 関 と し て の 質 的 向 上 を 図 る た め 、 職 員 の 能 力 向 債 権 管 理 業 務 を 追 加 し 、 従 来 の 管 理 課 は 長 期 に わ た る 督 促

上 に 努 め る 。 交 渉 及 び 法 的 手 続 き 処 理 を 要 す る 長 期 延 滞 債 権 等 を 集 中 管
さ ら に 、 保 証 業 務 及 び 融 資 業 務 に 係 る 自 己 評 価 を 実 施 し 、 業 理 す る こ と と し 、 人 員 配 置 の 見 直 し を 行 っ て い る 。

務 運 営 に 反 映 さ せ る 。 コ ス ト 縮 減 を 進 め る 観 点 か ら 、 金 融 機 関 か ら 保 証 付 き 融
資 の 情 報 を 毎 月 電 子 フ ァ イ ル に よ り 報 告 を 受 け 、 電 算 入 力
事 務 の 省 力 化 及 び 延 滞 保 証 債 務 の 早 期 把 握 ・ 解 消 に 活 用 し
て い る 。

ま た 、 職 員 の 資 質 向 上 を 図 る た め 、 顧 問 弁 護 士 と の 判 例
に 基 づ い た 債 権 回 収 の 方 法 、 中 小 企 業 大 学 校 の 財 務 分 析 の
研 修 な ど を 受 講 し て い る 。

さ ら に 、 保 証 業 務 及 び 融 資 業 務 に 係 る 自 己 評 価 を 実 施
し 、 業 務 運 営 に 反 映 さ せ て い る 。

以 上 の こ と か ら 中 期 目 標 の 達 成 状 況 と し て 着 実 に 実 績 を
上 げ て い る と 認 め ら れ る 。

Ｓ２ ． 一 般 管 理 費 の 削 減
一 般 管 理 費 に つ い て 、 中 期 目 標 期 間 の 最 後 の 事 業 年 度 に お い 独 立 行 政 法 人 化 時 点 に お い て 、 役 員 の 報 酬 月 額 を 10％ 削

て 、 特 殊 法 人 時 の 最 終 年 度 （ 平 成 15年 度 ） 比 で 13％ 以 上 に 相 減 し 特 地 勤 務 手 当 を 廃 止 （ 報 酬 月 額 × 12％ ） す る と と も
当 す る 額 を 削 減 す る 。 に 、 職 員 の 特 地 勤 務 手 当 の 段 階 的 な 削 減 な ど 給 与 、 諸 手 当

な お 、 人 件 費 （ 退 職 手 当 等 を 除 く 。 ） に つ い て は 、 「 行 政 改 の 見 直 し に よ り 、 一 般 管 理 費 に つ い て 、 特 殊 法 人 時 の 最 終
革 の 重 要 方 針 」 （ 平 成 17年 12月 24日 閣 議 決 定 ） を 踏 ま え 、 年 度 （ 平 成 15年 度 ） 比 で 21.7％ に 相 当 す る 額 を 削 減 し て い
中 期 目 標 期 間 の 最 後 の 事 業 年 度 に お い て 、 平 成 17年 度 比 で ３ る 。
％ 以 上 に 相 当 す る 額 を 削 減 す る と と も に 、 国 家 公 務 員 の 給 与 構 な お 、 「 行 政 改 革 の 重 要 方 針 」 を 踏 ま え た 人 件 費 に つ い
造 改 革 を 踏 ま え た 給 与 体 系 の 見 直 し を 進 め る 。 て 、 平 成 17年 度 比 で 13.6％ に 相 当 す る 額 を 削 減 し て い る 。

以 上 の こ と か ら 中 期 目 標 の 達 成 状 況 と し て 優 れ た 実 績 を
上 げ て い る と 認 め ら れ る 。

Ａ第 ３ 国 民 に 対 し て 提 供 す る サ ー ビ ス そ の 他 の 業 務 の 質 の 向 上
に 関 す る 事 項

１ ． 保 証 業 務
奄 美 群 島 内 の 事 業 者 の ニ ー ズ に 的 確 に 対 応 し た 質 の 高 い サ ー

ビ ス を 提 供 す る た め 、 以 下 の 点 を 踏 ま え て 保 証 業 務 を 行 う も の
と す る 。
（ １ ） 事 務 処 理 の 迅 速 化

利 用 者 へ の 利 便 性 に 資 す る 観 点 か ら 、 標 準 処 理 期 間 を 設 標 準 処 理 期 間 内 に 処 理 が 行 わ れ る よ う 、 関 係 機 関 に 対 し
定 し 、 審 査 の 質 を 落 と す こ と な く 業 務 の 効 率 化 等 に よ り 、 て 受 付 前 の 事 前 協 議 を 徹 底 す る な ど 周 知 徹 底 を 図 っ た 結
そ の 期 間 内 に 案 件 の ８ 割 以 上 を 処 理 す る 。 果 、 中 期 目 標 期 間 中 の す べ て の 年 度 に お い て 標 準 処 理 期 間

内 に 処 理 し て い る 。
以 上 の こ と か ら 中 期 目 標 の 達 成 状 況 と し て 着 実 に 実 績 を

上 げ て い る と 認 め ら れ る 。

Ａ（ ２ ） 適 切 な 保 証 条 件 の 設 定
保 証 料 率 を は じ め と す る 保 証 条 件 に つ い て は 、 適 正 な 業 こ れ ま で 一 律 だ っ た 保 証 料 率 に つ い て 、 全 国 信 用 保 証 協 会

務 運 営 の 確 保 を 前 提 と し て 、 奄 美 基 金 の 政 策 金 融 と し て の 連 合 会 、 鹿 児 島 県 信 用 保 証 協 会 等 へ の 調 査 、 情 報 収 集 等 を 行
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役 割 ､保 証 リ ス ク ､資 金 需 要 等 を 勘 案 し た 条 件 設 定 を 行 う ｡ い 、 平 成 18年 4月 よ り 事 業 者 の 財 務 内 容 等 に 応 じ た リ ス ク
ま た 、 保 証 需 要 の 多 様 化 に 対 応 す る と と も に 事 業 者 の 負 考 慮 型 料 率 体 系 の 適 用 、 平 成 19年 11月 よ り 金 融 機 関 が 融 資

担 軽 減 に 資 す る 地 方 公 共 団 体 の 制 度 保 証 に つ い て 、 地 方 公 リ ス ク の 一 部 を 負 担 す る す る 責 任 共 有 制 度 を 導 入 し て い る 。
共 団 体 と 連 携 を 取 り な が ら 、 適 切 な 条 件 が 設 定 さ れ る よ う ま た 、 「 独 立 行 政 法 人 整 理 合 理 化 計 画 」 （ 平 成 19年 12月
努 め る 。 閣 議 決 定 ） 等 を 踏 ま え 、 民 間 金 融 機 関 と の 適 切 な リ ス ク 分

担 、 モ ラ ル ハ ザ ー ド 防 止 等 の 観 点 か ら 、 一 般 保 証 の 農 業 協 同
組 合 、 水 産 業 協 同 組 合 、 中 小 企 業 等 協 同 組 合 及 び 協 同 組 合 に
係 る 限 度 額 を ４ 億 円 か ら ２ ． ３ 億 円 に 引 き 下 げ て い る （ 平 成
21年 4月 よ り 施 行 ） 。

鹿 児 島 県 主 催 の 「 中 小 企 業 融 資 制 度 研 究 会 」 へ 出 席 し 、 新
規 制 度 及 び 既 存 制 度 の 見 直 し 等 に つ い て 協 議 を 行 い 、 メ ニ ュ
ー の 創 設 、 保 証 条 件 の 見 直 し 等 を 行 っ て い る 。

以 上 の こ と か ら 中 期 目 標 の 達 成 状 況 と し て 着 実 に 実 績 を 上
げ て い る と 認 め ら れ る 。

Ｓ２ ． 融 資 業 務
奄 美 群 島 内 の 事 業 者 の ニ ー ズ に 的 確 に 対 応 し た 質 の 高 い サ ー

ビ ス を 提 供 す る た め 、 以 下 の 点 を 踏 ま え て 融 資 業 務 を 行 う も の
と す る 。
（ １ ） 事 務 処 理 の 迅 速 化

利 用 者 へ の 利 便 性 に 資 す る 観 点 か ら 、 標 準 処 理 期 間 を 設 標 準 処 理 期 間 内 に 処 理 が 行 わ れ る よ う 、 関 係 機 関 に 対 し て
定 し 、 審 査 の 質 を 落 と す こ と な く 業 務 の 効 率 化 等 に よ り 、 受 付 前 の 事 前 協 議 を 徹 底 す る な ど 周 知 徹 底 を 図 っ た 結 果 、 中
そ の 期 間 内 に 案 件 の ８ 割 以 上 を 処 理 す る 。 期 目 標 期 間 中 の す べ て の 年 度 に お い て 標 準 処 理 期 間 内 に 処 理

し て お り 、 更 に 目 標 期 間 の う ち ４ 年 間 は ９ 割 以 上 の 処 理 を 実
施 し た 。

以 上 の こ と か ら 中 期 目 標 の 達 成 状 況 と し て 優 れ た 実 績 を 上
げ て い る と 認 め ら れ る 。

Ａ（ ２ ） 適 切 な 貸 付 条 件 の 設 定
貸 付 金 利 を は じ め と す る 貸 付 条 件 に つ い て は 、 適 正 な 業 貸 付 利 率 に つ い て は 、 第 一 次 産 業 は 農 林 漁 業 金 融 公 庫 （ 現

務 運 営 の 確 保 を 前 提 と し て 、 奄 美 基 金 の 政 策 金 融 と し て の 日 本 政 策 金 融 公 庫 ） 、 第 二 次 ・ 第 三 次 産 業 は 国 民 生 活 金 融 公
役 割 ､貸 付 リ ス ク ､資 金 需 要 等 を 勘 案 し た 条 件 設 定 を 行 う 。 庫 （ 現 日 本 政 策 金 融 公 庫 ） に 準 じ て 設 定 し て い る た め 、 毎

月 、 両 公 庫 の 金 利 情 報 を 入 手 し 、 適 切 な 金 利 設 定 に 努 め て い
る 。

ま た 、 平 成 20年 度 か ら 収 支 状 況 を 総 体 的 に 改 善 す る た
め 、 融 資 業 務 の 貸 付 利 率 に お い て も 保 証 料 率 同 様 、 利 用 者 の
リ ス ク に 見 合 っ た 貸 付 金 利 体 系 の 検 討 を 行 い 、 リ ス ク 区 分 に
応 じ た 段 階 的 な 金 利 設 定 を 行 っ て い る 。

「 独 立 行 政 法 人 整 理 合 理 化 計 画 」 （ 平 成 19年 12月 ） や 奄
美 群 島 振 興 開 発 審 議 会 の 意 見 具 申 （ 平 成 20年 6月 ） 等 を 踏
ま え 、 民 間 金 融 機 関 で は 対 応 で き な い メ ニ ュ ー へ の 特 化 、 平
成 ２ １ 年 度 以 降 の 奄 美 群 島 の 振 興 に お い て 重 要 と 位 置 づ け ら
れ る 産 業 向 け 資 金 へ の 重 点 化 等 の 観 点 か ら 融 資 メ ニ ュ ー 等 の
改 正 を 行 っ て い る （ 平 成 21年 4月 よ り 施 行 ） 。

以 上 の こ と か ら 中 期 目 標 の 達 成 状 況 と し て 着 実 に 実 績 を 上
げ て い る と 認 め ら れ る 。

３ ． 保 証 業 務 、 融 資 業 務 共 通 事 項
（ １ ） 利 用 者 に 対 す る 情 報 提 供 奄 美 基 金 の 業 務 に 対 す る 利 用 者 の 理 解 を 深 め る た め 、 ホ ーＡ

奄 美 基 金 の 業 務 に 対 す る 利 用 者 の 理 解 を 深 め る た め 、 ホ ム ペ ー ジ 、 窓 口 等 を 活 用 し て 、 業 務 概 要 、 業 務 方 法 書 や 財 務
ー ム ペ ー ジ 、 窓 口 等 を 活 用 し た 情 報 提 供 を 行 う 。 情 報 提 供 諸 表 等 奄 美 基 金 の 財 務 内 容 に 関 す る 情 報 の 提 供 に 努 め て い
に 当 た っ て は 、 充 実 し た 情 報 を 利 用 者 に 分 か り や す く 、 迅 る 。 こ れ ら の 情 報 に つ い て は 、 発 表 と 同 日 中 に 窓 口 に 備 え 付
速 に 提 供 す る こ と に 努 め る 。 け る と と も に 、 ホ ー ム ペ ー ジ へ の 迅 速 な 掲 載 に 努 め て い る 。

ま た 、 奄 美 基 金 の 利 用 促 進 及 び 情 報 提 供 の 充 実 を 図 る 観 点
か ら 、 融 資 メ ニ ュ ー 等 に つ い て 地 元 市 町 村 広 報 誌 へ 掲 載 す る
な ど 情 報 発 信 を 行 っ て い る 。

以 上 の こ と か ら 中 期 目 標 の 達 成 状 況 と し て 着 実 に 実 績 を 上
げ て い る と 認 め ら れ る 。

Ａ（ ２ ） 利 用 者 ニ ー ズ の 把 握 及 び 業 務 へ の 反 映
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資 金 需 要 等 に 関 す る 利 用 者 ニ ー ズ の 把 握 に 努 め 、 そ の 結 保 証 ・ 融 資 利 用 者 に 対 し 奄 美 基 金 へ の 要 望 事 項 、 業 況 等 を
果 を 業 務 に 反 映 さ せ る 。 把 握 す る た め ア ン ケ ー ト を 実 施 し 、 寄 せ ら れ た 具 体 的 な 意 見

を 含 む ア ン ケ ー ト 調 査 結 果 は 、 評 価 ・ 点 検 チ ー ム の 業 務 見 直
し 等 の 検 討 材 料 と し て い る 。

電 子 メ ー ル で の 意 見 ・ 質 問 の 受 付 け が で き る よ う 平 成 16
年 12月 よ り ホ ー ム ペ ー ジ に 「 ご 意 見 コ ー ナ ー 」 を 設 け て い
る 。 こ れ ま で に 融 資 制 度 、 限 度 額 、 資 金 相 談 等 の 照 会 事 項 が
あ り 、 こ れ ら に つ い て 電 子 メ ー ル で 回 答 を 行 っ た ほ か 相 談 窓
口 等 に つ い て 情 報 提 供 を 行 っ て い る 。

ま た 、 奄 美 基 金 の 業 務 内 容 の 周 知 及 び 資 金 需 要 の 詳 細 な 把
握 に 資 す る た め の 資 金 説 明 及 び 意 見 交 換 会 を 実 施 し 、 農 業 者
団 体 、 事 業 者 団 体 、 事 業 に 関 連 す る 行 政 機 関 担 当 者 に 対 し 、
基 金 の 保 証 ・ 融 資 の 制 度 、 利 用 方 法 等 に つ い て 説 明 を 行 っ て
い る 。

以 上 の こ と か ら 中 期 目 標 の 達 成 状 況 と し て 着 実 に 実 績 を 上
げ て い る と 認 め ら れ る 。

審 査 の 厳 格 化 、 期 中 管 理 の 徹 底 、 回 収 の 強 化 、 資 金 運 用 、第 ４ 財 務 内 容 の 改 善 に 関 す る 事 項
奄 美 基 金 が 適 切 な 業 務 運 営 を 実 施 す る た め に は 、 健 全 な 財 務 一 般 管 理 費 の 削 減 を 盛 り 込 ん だ 経 営 改 善 策 を 策 定 ・ 実 行 し てＣ

内 容 の 確 保 が 必 要 不 可 欠 で あ る 。 い る 。 結 果 、 16年 度 か ら 19年 度 ま で は 単 年 度 黒 字 を 計 上 し
こ の た め 、 奄 美 基 金 は 、 収 益 改 善 ・ 経 費 節 減 等 に 関 す る 具 体 て い た も の の 、 20年 度 は 地 域 内 経 済 状 況 の 低 迷 等 に よ り 事

的 な 計 画 を 策 定 の 上 、 累 積 欠 損 金 の 解 消 に 向 け 、 当 該 計 画 を 着 業 者 の 倒 産 等 経 営 悪 化 の 影 響 か ら 保 証 、 融 資 両 業 務 と も 所 要
実 に 実 行 す る 。 の 引 当 金 繰 入 （ 将 来 の 回 収 不 能 等 の 損 失 に 備 え る た め の 繰 入

） に よ る 費 用 が 大 幅 に 増 加 し た こ と か ら 単 年 度 赤 字 を 計 上 し
て い る 。

ま た 、 リ ス ク 管 理 債 権 に つ い て は 、 債 権 管 理 体 制 の 強 化 、
分 掌 事 務 ・ 人 員 配 置 の 見 直 し 、 債 務 者 区 分 に 応 じ た 管 理 ・ 回
収 方 策 の 立 案 、 金 融 機 関 と 協 調 し 事 業 者 の 経 営 ・ 再 生 支 援 を
行 う 等 そ の 抑 制 に 努 め て い る 。

こ れ ら の 取 組 み や 再 生 支 援 の 効 果 に よ る 債 権 の 正 常 化 が 図
ら れ た こ と 、 回 収 不 能 と な っ た 債 権 の 償 却 処 理 を 実 施 し た こ
と 等 か ら 、 リ ス ク 管 理 債 権 の 減 少 に 一 定 の 効 果 は あ っ た も の
の 、 建 設 業 の 業 況 悪 化 、 小 売 業 の 売 上 不 振 等 の 影 響 に よ り 新
規 リ ス ク 管 理 債 権 の 発 生 が 増 加 し た こ と 等 か ら リ ス ク 管 理 債
権 割 合 の 計 画 達 成 に 至 っ て い な い 。

以 上 の こ と か ら 中 期 目 標 の 達 成 状 況 と し て 十 分 な 実 績 が 上
げ ら れ て い な い と 認 め ら れ る 。

第 ５ そ の 他 業 務 運 営 に 関 す る 重 要 事 項
Ａ１ ． 人 事 に 関 す る 事 項

職 員 の 能 力 と 実 績 を 適 正 か つ 厳 格 に 評 価 し 、 そ の 結 果 を 処 遇 職 員 の 評 価 に あ た っ て は 各 課 長 の 評 価 、 役 員 の 評 価 等 段 階
に 反 映 さ せ る と と も に 、 適 材 適 所 の 人 事 配 置 を 行 う 。 的 評 価 を 実 施 し 、 個 々 の 職 員 の 勤 務 成 績 を 給 与 等 へ 反 映 （ 評

価 に よ る 昇 給 延 伸 を 措 置 ） し て い る 。
独 立 行 政 法 人 化 時 点 で 組 織 体 制 の 改 正 に 併 せ 、 審 査 業 務 と

期 中 管 理 業 務 を 併 せ て 行 う 業 務 課 に 管 理 事 務 に 精 通 し た 職 員
を 配 置 す る 等 職 員 能 力 に 応 じ た 人 事 配 置 を 実 施 し て い る 。 ま
た 、 更 な る 債 権 管 理 体 制 の 強 化 を 図 る た め 、 期 中 管 理 を 管 理
課 か ら 審 査 業 務 を 担 当 す る 業 務 課 へ 全 面 的 に 移 管 し 、 債 務 者
区 分 に 応 じ た 管 理 ・ 回 収 策 の 立 案 ・ 実 行 等 リ ス ク 管 理 債 権 の
抑 制 に 努 め る た め 分 掌 事 務 ・ 人 員 配 置 の 見 直 し を 行 っ て い
る 。

以 上 の こ と か ら 中 期 目 標 の 達 成 状 況 と し て 着 実 に 実 績 を 上
げ て い る と 認 め ら れ る 。

Ａ２ ． 出 資 業 務
出 資 業 務 に つ い て は 、 平 成 17年 度 末 を 以 て 廃 止 す る 。 関 係 者 会 議 等 で 平 成 17年 度 末 を に て 出 資 業 務 を 廃 止 す る

旨 、 周 知 を 行 っ て い る 。
以 上 の こ と か ら 中 期 目 標 の 達 成 状 況 と し て 着 実 に 実 績 を

上 げ て い る と 認 め ら れ る 。
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＜ 記 入 要 領 ＞ ・ 項 目 毎 の 「 評 定 結 果 」 の 欄 に 、 以 下 の 段 階 的 評 定 を 記 入 す る と と も に 、 そ の 右 の 「 評 定 理 由 」 の 欄 に 理 由 を 記 入 す る 。
Ｓ Ｓ ： 中 期 目 標 の 達 成 状 況 と し て 特 筆 す べ き 優 れ た 実 績 を 上 げ て い る 。
Ｓ ： 中 期 目 標 の 達 成 状 況 と し て 優 れ た 実 績 を 上 げ て い る 。
Ａ ： 中 期 目 標 の 達 成 状 況 と し て 着 実 に 実 績 を 上 げ て い る 。
Ｂ ： 中 期 目 標 の 達 成 状 況 と し て 概 ね 着 実 に 実 績 を 上 げ て い る 。
Ｃ ： 中 期 目 標 の 達 成 状 況 と し て 十 分 な 実 績 が 上 げ ら れ て い な い 。

・ Ｓ Ｓ を つ け た 項 目 に は 、 特 筆 す べ き と 判 断 し た 理 由 と し て 、 他 の 項 目 に お け る 実 績 と の 違 い を 「 評 定 理 由 」 欄 に 明 確 に 記 述 す る も の と す る 。
・ 必 要 な 場 合 に は 、 右 欄 に 意 見 を 記 入 す る 。
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中期目標期間業務実績評価調書：独立行政法人奄美群島振興開発基金

総 合 的 な 評 定

業 務 運 営 評 価（実施状況全体）

ＳＳ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ

評点の分布状況

（項目数の合計：11項目） ０項目 ２項目 ８項目 ０項目 １項目

総 合 評 価

（中期目標の達成状況）
中期目標の総合評価は、着実に実績を上げていると考えられる。
項目別では、「業務運営の効率化に関する事項」については、一般管理費の削減

について計画以上の実績となっているほか、債権管理体制の強化、評価・点検チー
ムによる業務見直し等を行っている。

「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」につい
ては、独立行政法人整理合理化計画（19年12月閣議決定）等を踏まえ一般保証の
限度額の引き下げや融資メニューの見直しを行ったほか、リスクに応じた保証・貸
付条件の見直し、事務処理の迅速化、中小企業信用情報データベースシステムの活
用等に努めるとともに、利用者等の利便性向上のため、貸付金利の変更を適用日と
同日にホームページへ掲載するなど情報提供に努め、計画どおりの実績となってい
る。

一方、「財務内容の改善に関する事項」については、リスク管理債権は特殊法人
時の最終年度より減少しているものの、リスク管理債権割合、回収率等については
計画未達成となっており、依然として多額のリスク管理債権及び繰越欠損金を抱え
ている。

（課題・改善点、業務運営に対する意見等）
債権管理体制の見直し、金融機関との協調等による経営・再生支援の取り組み、

期中管理の徹底等により、リスク管理債権は特殊法人時の最終年度より減少してい
るものの、リスク管理債権割合、回収率等については計画未達成となっており、依
然として多額のリスク管理債権及び繰越欠損金を抱えている状況にあることから、
奄美群島内の事業者の実情等に十分留意しつつ、計画未達成事項の分析を踏まえた
改善策を講じるとともに、引き続き、上記の取り組みを進め、財務の健全化に努め
る必要がある。

（その他）

総合評定 （評定理由）

（ＳＳ、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃの５段階） 一般管理費の削減、事務処理の迅速化については、優れた実績を上

げている一方で、財務の健全化については、リスク管理債権割合、回

収率、累積欠損金の解消等計画未達成となっているなど課題も残されＡ
ている。全体的には着実に実績を上げていると認められる。
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